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承認第１号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第１１号） 
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承認第２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第１２号） 
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承認第３号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和３年度対馬市一般会計補正予算（第１３号） 
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議案第１５号 

 

対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例 

 

 対馬市自家用有償バス運行に関する条例(平成２０年対馬市条例第１４号)の

一部を次のように改正する。 

第４条第１項に次の１号を加える。 

(３) 阿連・今里線 

別表第１中 

「 阿連・小茂田線普通使用料(単位：円) 」を 

「 阿連・今里線普通使用料(単位：円) 

      

阿連・小茂田線普通使用料(単位：円) 」に改める。 
別表第３備考第１号イ中「証明書」の次に「等割引の対象者であることが確

認できるもの」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜 

 
 

 

 

 

 

290

今　　里
阿　　連
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議案第１６号 

 

対馬市税条例の一部を改正する条例 

 

対馬市税条例（平成１６年対馬市条例第７０号）の一部を次のように改正す

る。 

第７１条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、前項第１号及び第２号の規定により前年度において減免を受けた

者で、当該年度において引き続きその減免事由に変更がないと市長が確認で

きる場合は、この限りでない。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第１７号 

 

   対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例（平成１６年対馬市条例第

８６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「小茂田」を「下原」に改め、同条第４号中「下原」を「下

原～桟原」に改め、同条中第２７号を第２８号とし、第５号から第２６号まで

を１号ずつ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

 (５) 日掛～下原 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第１８号 

 

対馬市へき地保育所条例の一部を改正する条例 

 

対馬市へき地保育所条例（平成２７年対馬市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表小船越へき地保育所の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第１９号 

 

対馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 

対馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

(平成２６年対馬市条例第３３号)の一部を次のように改正する。 

附則第２条中「令和４年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２０号 

 

対馬市歯科診療所条例の一部を改正する条例 

  

対馬市歯科診療所条例(平成１６年対馬市条例第１４３号)の一部を次のよう

に改正する。 

別表佐護歯科診療所の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   
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議案第２１号 

 

対馬市ファミリーパーク条例の一部を改正する条例 

 

 対馬市ファミリーパーク条例（平成１６年対馬市条例第１７７号）の一部を

次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

種別 区分 使用料 

ゴーカートコース ゴーカート １台 １周 ２００円

回数利用券６回分（ゴーカート

に限る。） 

１，０００円

セグウェイカート １台 ２

周 

３００円

屋根付屋外運動場夜間照明 １面 １時間までごと ２００円

野営棟シャワー １箇所 １回 １１０円

施設内（園路） キックスクーター １台２０

分までごと 

３００円

セグウェイ １台２０分まで

ごと 

３００円

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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令和４年２月２４日提出 

 

      対馬市長 比田勝 尚喜   
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議案第２２号 

 

対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

対馬市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１６年対馬

市条例第２１８号）の一部を次のように改正する。 

第９条ただし書中「火災その他災害」を「災害（水火災又は地震等の災害を

いう。以下同じ。）」に改める。 

第１３条第２項中「報酬」を「年額報酬」に改め、同項を同条第４項とし、

同項の前に次の１項を加える。 

３ 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、四半期

ごとに別表第２に定める出動報酬を支給する。 

第１３条第１項中「別表」を「別表第１」に、「報酬」を「年額報酬」に改

め、同項を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。 

第１４条を削る。 

第１５条第１項及び第２項を次のように改める。 

消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁

償を支給するものとし、その額は、対馬市職員の旅費に関する条例（平成１

６年対馬市条例第５０号）を準用する。 

２ 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合、前項を準用し、費用弁

償を支給する。 

第１５条第３項を削り、同条を第１４条とする。 

第１６条を第１５条とし、第１７条を第１６条とし、第１８条を第１７条と
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する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１(第１３条関係) 

区分 年額報酬額 備考 

消防団長 ８２,５００円  

筆頭副団長 ６９,０００円正当階級は、副団長 

副団長 ６９,０００円  

指導員 ５０,５００円正当階級は、分団長 

分団長 ５０,５００円  

副分団長 ４５,５００円  

部長 ３７,０００円  

班長 ３７,０００円  

団員 ３６,５００円  

機能別消防団員 ０円 

別表第２を次のように改める。 

別表第２(第１３条関係) 

区分 単位 出動報酬額 備考 

火災出動 ４時間未満 ４,０００円 

４時間以上 ８,０００円 

人命検索・災害防ぎょ出動４時間未満 ４,０００円 

４時間以上 ８,０００円 

警戒・災害待機 ４時間未満 ２,０００円 

４時間以上 ４,０００円 

訓練（操法訓練を除く。）１時間につ

き 

１,０００円各分団において、上限

８，０００円とする。 

夜警（原則２名とする。）１日につき １,０００円分団各部において、最

大１４日とする。 
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附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

令和４年２月２４日提出 

 

      対馬市長 比田勝 尚喜   
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議案第２３号 
 
   辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 
 
 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画を別紙のとおり策定することにつ

き、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法

律(昭和３７年法律第８８号)第３条第１項の規定により、議会の議決を求める。 
 

令和４年２月２４提出 
 

対馬市長 比田勝 尚喜   
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( 人 K㎡）

１．辺地の概況

①辺地を構成する町又は字の名称

②地 域 の 中 心 の位 置

③辺 地 度 点 数 点

２．公共施設の整備を必要とする事情

○診療施設

○消防施設

３．公共施設の整備計画

令和元年度から令和５年度まで５年間

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

（案）

辺地の人口 面積 10.7

総　合　整　備　計　画　書

長崎県対馬市豊玉町仁位辺地

対馬市豊玉町仁位１２９５番地１

237

1,052

(単位：千円)

　当市の診療所では、医療機器の耐用年数を大幅に超えているため故障が頻発している。豊玉診療
所（仁位辺地）の全自動赤血球計数・免疫反応測定装置、仁田歯科診療所（仁田辺地）の歯科ユニ
ット、佐須奈診療所（佐須奈辺地）のＸ線一般撮影システムを導入することにより医療の環境を整
備し、住民に安心安全な医療の提供をすることで生活水準の格差の是正を図る。

豊玉町仁位

　現在配備の消防ポンプ自動車は、購入から20年を経過し、老朽による機械故障が懸念され、主ポ
ンプ及び真空ポンプの故障が発生した場合、部品が製造中止のため修理不能となることから車両を
更新するもの。
　また、消防団車両は、車両適正化計画により、消防ポンプ自動車未配備の地区に購入配備し、地
域の消防機動力及び消防力の強化を図る。

〇診療施設

　現在豊玉診療所のレントゲン撮影装置は、設置してから１６年以上が経過し、耐用年数を大幅
に経過して使用している。保守部品の供給期間が令和２年３月末をもって終了になったため、今
後故障が発生した場合には部品の入手が困難であり、修理不能となる恐れがある。正常に使用で
きる状態を維持し、住民に安心安全な医療を提供することで生活水準の格差の是正を図る。

90,200

一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

82,818

3,8507,700 3,800

 施設名

区分

診療施設 市

2,750

消防施設 市

82,818

事　業　費

82,800

90,250 0 90,250

3,850

診療施設 市 2,700

89,300

97,950 3,850 94,100 94,000

2,7505,500

※（　）書きは変更前の金額
合計

96,018 6,600 89,418

事業

主体名

-30-



議案第２４号

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（横浦地区）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により本市

内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により字

の区域を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。

令和４年２月２４日提出

対馬市長 比田勝 尚喜

位 置 編入する区域面積（平方メートル）

対馬市豊玉町横浦字大浅浦 ５７２．４６ 字大浅浦

４３０の２、４３０の９、

４３０の１０及び５２７の

１地先
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複 写 年 月 日

複 写 場 所

複 写 人

令和元年8月24日

長 崎 県地 方 法務 局対馬 支局

拓 山 測量株 式会 社 　巻澤 享典

図面番号

縮　　尺

工 事 名

施工地名

図面種類

長崎県対馬市

字　図

対馬市豊玉町横浦

ＮＯ　ＳＣＡＬＥ

4

公 有 水 面 埋 立 図

千尋藻漁港埋立竣功認可　　字　図

対馬市豊玉町横浦字大浅浦
　　　　　　　　　字ソマノキ

(長崎県指令59漁計許第75号)

長崎県指令59漁計許第75号

基　点
北緯  34度23分11.94秒
東経 129度21分10.86秒

小 字 界

字大浅浦

字ソマノキ

527-1

430-9

430-10

430-5
430-2

430-8

430-3

430-6
451-3451-4

道27-8

45
1-

2

451-1

451-6

430-7

453-2

453-1

461-1

470-6

470-11

千 尋藻 漁港 埋立竣 功認 可

-
3
4
-



護岸敷

標識

地  番

No. Xn Yn 辺 長 点間No

U213 153808.942 -13513.760 20.345 U203
U203 153822.387 -13498.491 1.485 U205

U205 153823.489 -13499.486 3.809 U204

U204 153826.008 -13496.629 1.473 U202

U202 153824.897 -13495.662 12.442 U201
U201 153833.086 -13486.295 6.082 U198

U198 153832.812 -13480.219 20.158 U197

U197 153818.534 -13465.989 10.258 U195

U195 153810.050 -13460.223 3.156 U194

U194 153811.776 -13457.581 15.089 U193
U193 153799.273 -13449.134 3.098 U192

U192 153797.498 -13451.673 11.119 U186

U186 153788.315 -13445.403 9.117 2492B
2492B 153779.701 -13448.389 0.793 2491B

2491B 153779.914 -13449.153 1.426 2490B
2490B 153781.329 -13449.328 3.711 2489B

2489B 153784.542 -13451.184 3.331 U187

U187 153787.692 -13450.102 6.868 U188
U188 153793.355 -13453.988 0.220 U189

U189 153793.239 -13454.175 1.201 U190

U190 153794.232 -13454.851 0.219 U191

U191 153794.350 -13454.667 25.721 2495B
2495B 153815.619 -13469.130 18.323 U199

U199 153828.603 -13482.058 2.729 2497B

2497B 153828.732 -13484.784 16.254 U206
U206 153818.007 -13496.997 0.232 U207

U207 153817.830 -13496.847 1.198 U208
U208 153817.031 -13497.739 0.249 U209

U209 153817.205 -13497.917 1.969 2496L

2496L 153815.903 -13499.394 14.526 U210
U210 153806.313 -13510.305 0.429 3472C

3472C 153806.003 -13510.008 0.802 2691B
2691B 153805.414 -13510.553 4.768 U213

倍  面  積 

面  積 
地  積 ㎡

-966.835290

483.4176450
483.41

地  番

No. Xn Yn 辺 長標識 点間No

U210 153806.313 -13510.305 14.526 2496L

2496L 153815.903 -13499.394 6.732 2499B
2499B 153811.014 -13504.022 1.080 2690B

2690B 153810.249 -13503.259 7.974 3472C
3472C 153806.003 -13510.008 0.429 U210

倍  面  積 

面  積 
地  積 ㎡

-20.707969

10.3539845
10.35

地  番

No. Xn Yn 辺 長標識 点間No

2496L 153815.903 -13499.394 1.969 U209
U209 153817.205 -13497.917 0.249 U208

U208 153817.031 -13497.739 1.198 U207
U207 153817.830 -13496.847 0.232 U206

U206 153818.007 -13496.997 16.254 2497B

2497B 153828.732 -13484.784 11.366 2498B

2498B 153820.221 -13492.317 5.747 2500B

2500B 153816.468 -13496.669 1.480 2479HP
2479HP 153816.168 -13498.118 1.303 2496L

倍  面  積 
面  積 

地  積 ㎡

-34.892756
17.4463780

17.44

地  番

No. Xn Yn 辺 長標識 点間No
2497B 153828.732 -13484.784 2.729 U199

U199 153828.603 -13482.058 18.323 2495B
2495B 153815.619 -13469.130 20.421 2497B

倍  面  積 

面  積 
地  積 ㎡

-33.726672

16.8633360
16.86

地  番
No. Xn Yn 辺 長標識 点間No

2495B 153815.619 -13469.130 25.721 U191
U191 153794.350 -13454.667 0.219 U190

U190 153794.232 -13454.851 1.201 U189
U189 153793.239 -13454.175 0.220 U188

U188 153793.355 -13453.988 6.868 U187

U187 153787.692 -13450.102 3.331 2489B
2489B 153784.542 -13451.184 16.317 2493B

2493B 153798.672 -13459.344 8.521 2494K
2494K 153806.051 -13463.605 11.049 2495B

倍  面  積 

面  積 

地  積 ㎡

-88.819794

44.4098970

44.40

海岸保全施設関連用地1

海岸保全施設関連用地2

海岸保全施設関連用地3

海岸保全施設関連用地4

㎡

㎡

㎡

㎡

㎡

計

合 計 ㎡

㎡

㎡

護 岸 敷

利 用 区 分

護岸敷 483.41

海岸保全

施設関連

用地

海岸保全施設関連用地1

用 途 色 分 面 積

海岸保全施設関連用地2

海岸保全施設関連用地3

海岸保全施設関連用地4

10.35

17.44

16.86

44.40

89.05

572.46

計 483.41
施工地名

図面種類

工 事 名

縮   尺

図面番号

求 積 平 面 図

S=1：500

3

公  有  水  面  埋  立  図

長 崎 県 対 馬 市

長崎県指令59漁計許第75号

千尋藻漁港埋立竣功認可　　求積平面図
(長崎県指令59漁計許第75号)　　　S＝1：500

基　点
北緯  34度23分11.94秒
東経 129度21分10.86秒

公有水面

字大浅浦

公有水面

字ソマノキ

海岸保全
施設関連
用地4

海岸保全
施設関連
用地3

海岸保全
施設関連
用地2

海岸保全
施設関連
用地1

護岸敷

拡大図2

拡大図3

拡大図1
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16.317

8.521
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U199

拡大図3

S=1:100

保全用地4

護岸敷

U190

U191

U188U189

1.201

0.219

0.220

保全用地2

拡大図2

S=1:100

護岸敷

527-1

430-9

2479H
P
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0.
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1.
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0.
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拡大図1
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護岸敷

保
全
用
地
1

430-9公有水面

26
91
B
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72
C

U2
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0.
42
9

0.
80
2

対 馬 市 豊 玉 町 横 浦

千尋 藻漁 港埋立 竣 功認可

対馬市豊玉町横浦字大浅浦
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議案第２５号

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（ 知地区）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により本市

内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により字

の区域を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。

令和４年２月２４日提出

対馬市長 比田勝 尚喜

位 置 編入する区域面積（平方メートル）

対馬市美津島町 知字濱ノ原 字濱ノ原陰９，６６７．５７

陰甲４２の３、甲４２の７、

甲４２の８及び甲５７の７地

先並びに甲４２の７及び甲５

７の７に隣接する水路地先
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議案第２６号

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（豊地区）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により本市

内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により字

の区域を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。

令和４年２月２４日提出

対馬市長 比田勝 尚喜

位 置 面 積（平方メートル） 編入する区域

（Ａ工区）

対馬市上対馬町豊字東在所 ３７２．０９ 字東在所

５０６の７及び５０６の８

地先
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議案第２７号

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（豊地区）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定により本市

内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により字

の区域を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。

令和４年２月２４日提出

対馬市長 比田勝 尚喜

位 置 面 積（平方メートル） 編入する区域

（Ｂ工区）

対馬市上対馬町豊字大多１ ３，１２１．２３ 字大多

３８２の３地先及び１３３

９の１に隣接する道路地先
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